
平成２４年度中山間ピコ水力発電活用実証事業委託に係る企画提案募集要領 

 
 
１ 趣 旨 

福井県の中山間地域に豊富に存在する集落の生活用水を資源として活用し、地域住民や地域活

性化に関心のある多様な主体が連携して、ピコ水力発電機（数 W～数百 W 程度のごく小出力の

発電機）を設置し電気の利用を通じて、地域主体の地域活性化や福井型ピコ発電機の開発、子供

たちへの環境教育などに結びつける実証実験を行う。 
 
２ 企画提案を募集する委託業務の内容 

（１）名称  
  平成２４年度中山間ピコ水力発電活用実証事業委託 

（２）委託期間 
契約の日～平成２５年２月末日 

（３）業務内容 
別添「平成２４年度中山間ピコ水力発電活用実証事業委託仕様書」（以下、「仕様書」とい

う。）のとおり。 
なお、仕様書の内容については、提案内容や委託内容に関する協議・調整の結果により変

更する場合がある。 
（４）委託上限金額 
    １団体当たり １，０００，０００円（消費税および地方消費税を含む） 
     ※ただし、契約にあたっては金額の調整を行う事があります。 

・資材費および施工管理業務費とする。その他事業実施に係る経費など、上記業務内容

の実施に必要な経費は全て事業実施主体の負担とする。 
（５）実施団体 
    ２団体 
 
３ 参加資格 

次の事項をすべて満たすものとする。 
（１）中山間地域（過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、特定農山村地域における農林業等

の活性化のための基盤整備の促進に関する法律で定める法指定地域）で実証事業を行うもので

あること。（別添参照：中山間地域区域図で着色のある区域） 
（２）事業実施主体は、法人、任意団体を問わない。集落の農業者、板金、電気設備、土木工事な

どの技術を有する住民やＮＰＯ団体、研究者、子供など、地域内外の多様な主体が参画した事

業であることが望ましい。 
 
４ 提出資料および部数 

（１）応募申込書（別紙様式１） １部 
（２）次に掲げる事項を記載した企画提案書（別紙様式２） １部 
  ア 実証事業の対象地域 
  イ 企画提案の概要 水力発電設備の設置場所、発電された電気の具体的な活用内容、具体的

な仕様、PR 方法 
  ウ ピコ水力発電設備・活用施設設置の実施体制 
  エ ピコ水力発電設備・活用施設設置の管理方法 
  オ 事業の取組計画 
  カ 事業経費の概算見積額および内訳 
   



 
５ 提出方法等 

（１）提出方法 
   持参または郵送によること（郵送による場合は、提出期限内に必着のこと）。 
（２）提出期限 
   平成２４年５月２５日（金） １７：００（必着） 
   なお、提出後における資料の追加および変更は認めない。 
（３）提出先 
    〒９１０－８５８０ 
    福井県福井市大手３丁目１７－１ 
    福井県農林水産部農林水産振興課 中山間・農村環境活用 G（担当 田中・岡田） 
    ＴＥＬ ０７７６－２０－０４１７ 
    ＦＡＸ ０７７６－２０－０６４９ 
 
６ 募集要領の交付場所および交付期間 

（１）交付場所 
５（３）に同じ。 

（２）交付期間 
平成２４年４月２４日（火）から５月２５日（金）まで（休日および祝日を除く）８時３０

分から１７時まで 
 
７ 募集内容に関する質問事項 

募集内容に関する質問事項については、平成２４年５月１８日（金）１７時までに文書により

提出すること（電子メールおよびＦＡＸ送信による提出可）。 
質問に対する回答はＦＡＸにより行う。 

 
８ 委託先候補者の選定等 

（１）委託先候補者の選定方法 
   提出された企画提案書について審査委員会において審査を行い、最も適すると認められた企

画提案者を委託先候補者に選定する。 
（２）選定に際し審査する事項 
   審査委員会において審査する事項は、次のとおり。 
  ア 業務の趣旨および仕様の内容を十分理解しているか 
  イ 企画提案の内容は、業務の趣旨および仕様の内容を行うために的確なものであるか 
  ウ 企画提案の内容は、魅力的かつ独自性の高いものであるか 
  エ 企画提案の内容は、実現性の高いものであるか 
  オ 業務を履行する能力を有しているか 
  カ 経費の見積額は妥当なものであるか 
（３）選定時期および選定結果の通知 
   企画提案書の提出期限日から概ね２０日以内に選定を行い、書面により通知する。 
（４）委託契約の締結 
   企画提案書の内容を精査した上、県と委託先候補者との間で随意契約により委託契約を締結

する。 
（５）選定されなかった提案者に対する理由の説明 

ア 選定されなかった提案者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求めよ

うとする者は、別途通知する日までに説明を求める旨を記載した書面を企画提案書の提出場

所に提出しなければならない。 



  イ 県は、提案者から説明を求められた場合は、すみやかに書面により回答する。 
 
 
９ その他 

（１）提出された企画提案書は返却しない。 
（２）企画提案に要する経費は、提案者の負担とする。 
（３）その他不明な点については、下記１０の問い合わせ先に照会すること。 
 
10 問い合わせ先 

   福井県農林水産部農林水産振興課 中山間・農村環境活用 G（担当 田中・岡田） 
   ＴＥＬ ０７７６－２０－０４１７ 
   ＦＡＸ ０７７６－２０－０６４９ 
 


